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【令和６年度事業計画書】 
 

○法第 10条の２第２項第２号に規定する事業 

事業内容 該当 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取

組に関する調査研究（これらに関する政策に係るものを含む。）を

行い、及びその成果を提供すること。 

○ 

調査研究の内容 

環境教育活動の普及と環境教育を活かした体験観光

受け入れの意欲増進をめざし、環境教育体験活動プ

ログラムの普及と周知を目的とした、子供から大人

まで幅広い年代を対象とした環境教育体験プログラ

ム等を調査する。 

調査研究の具体的方法 
イベント等での配布、アンケートの実施。 まちづく

り団体には直接連絡しヒアリングを行う。 

成果の提供先 

及び提供方法 

イベント、ホームページ上などでの情報提供。 まち

づくり団体には直接のフィードバッグをしアドバイ

スを行う。 

 

○法第 10条の２第２項第４号に規定する事業 

事業内容 該当 

 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働

取組に関し、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。 

○ 

想定される照会及び 

相談等の具体的内容 

環境教育のための活動、内容の相談 環境教育体験活

動プログラムおよび環境保全など社会貢献活動の企

画・実施に関する相談 

照会及び相談への 

具体的な対応方針 

家庭や地域など参加者にとって身近なテーマを取り

上げ提案する。また非日常な経験、体験を通して参

加者の印象深く記憶に残るようにし環境保全活動や

自然環境に興味を持ってもらうきっかけ作りを目指

す。 

照会及び相談の受付方法 
電話、E-mail などによる問合せ 事前連絡の上面談、

訪問によるヒアリング 
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○法第 10条の２第２項第５号に規定する事業 

事業内容 該当 

 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働

取組を行うに当たって必要な指導者等のあっせん又は紹介を行うこ

と。 

○ 

あっせん又は紹介が 

可能な指導者等 

・全国体験活動指導者認定主任講師（CONE トレー

ナー） ・NEAL リーダー（自然体験活動指導者） ・

プロジェクト・ワイルド ファシリテーター、エデュ

ケーター ・プロジェクトＷＥＴ ファシリテーター、

エデュケーター ・プロジェクト・ラーニング・ツリ

ー ファシリテーター ・L.S.F.A.救急蘇生法インスト

ラクター （大人用および子ども用プログラム） 

あっせん又は紹介の 

具体的方法 

環境教育体験プログラムなどの実施のためのあっせ

んや紹介を希望する団体・企業へのヒアリングによ

り決定、回答  全国へ講師・指導者の派遣も可能 

あっせん又は紹介に関す

る 

依頼等の受付方法 

電話、E-mail などによる問合せ 事前連絡の上面談、

訪問によるヒアリング 

 

【令和６年度年間計画】 

  

令和６年度活動予定表 

実施日 実施内容 

10月中旬 長崎県 西海市 体験指導者講習会  

1月中旬 長崎県 西海市 体験指導者講習会  

2月中旬 福岡県久留米市 または 青森県弘前市 体験導者講習会  

2月上旬 神奈川県 大井町 体験指導者講習会  

 


